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令和６年度都道府県・市区町村における障害者虐待事例への対応状況等（調査結果） 

 

厚生労働省では、令和６年度都道府県・市区町村における障害者虐待事例への対応等に関す

る状況について調査を実施しました。これは、障害者虐待防止法（平成24年10月１日施行）を

受け、各都道府県等の対応等に関する全国的な状況を毎年度明らかにするものです。このほど、

調査結果がまとまりましたので公表します。 

 

【調査結果（全体像）】 

  
養護者による 

障害者虐待 

障害者福祉施設従事者

等による障害者虐待 

（参考） 

使用者による障害者虐待 

(都道府県労働局の対応) 

市区町村等への 

相談・通報件数 

11,656件 

(9,972件) 

5,870件 

(5,618件) 

1,593事業所 

(1,512事業所) 

市区町村等による

虐待判断件数 

2,503件 

(2,283件) 

1,267件 

(1,194件) 

434件 

(447件) 

被虐待者数 
2,518人 

(2,285人) 

2,010人 

(2,356人) 

652人 

(761人) 

（注１） 上記は、令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日までに虐待と判断された事例を集計。 

カッコ内については、前回調査(令和 5 年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 31 日まで)のもの。 

（注２） 都道府県労働局の対応については、令和 7 年 9 月 3 日雇用環境・均等局総務課労働紛争処理

業務室のデータを引用。（「市区町村等への相談・通報件数」は「都道府県労働局へ通報・届出の

あった事業所数」、「市区町村等による虐待判断件数」は「都道府県労働局による虐待が認められ

た事業所数」と読み替え。） 
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【主なポイント】 
＜養護者による障害者虐待＞ 

○ 相談・通報件数は、11,656件（対前年度 1,684 件（16.9％）増）。 

虐待判断件数は、2,503 件（対前年度 220 件（9.6％）増）。 

被虐待者数は、2,518 人（対前年度 233 人（10.2％）増）。 

○ 相談・通報者の内訳は、警察の 6,511件（55.9%）が最も多く、次いで本人による届出 1,383件（11.9%）、

施設・事業所の職員 1,159件（9.9%）、相談支援専門員 1,064 件（9.1％）の順に多い。相談・通報

件数に占める警察の割合は年々増加しており、前年度の 52.6％から 3.3 ポイント増加した。 

○ 虐待行為の類型は、身体的虐待の 1,654件（66.1％）が最も多く、次いで心理的虐待 799件（31.9％）、

経済的虐待 412 件（16.5％）、放棄、放置 289 件（11.5％）、性的虐待 57 件（2.3％）の順に多い。 

○ 虐待行為による生命・身体・生活への影響の程度は、軽度が 1,852 件（57.7％）、中度が 1,009 件

（31.4％）、重度が 350 件（10.9％）であった。 

○ 被虐待者の障害種別は、精神障害の 1,199 人（47.6％）が最も多く、次いで知的障害の 1,083 人

（43.0％）、身体障害の 400 人（15.9％）の順に多い。 

○ 虐待者の続柄は、母の 651 人（24.1％）が最も多く、次いで父 616 人（22.8％）、夫 451 人（16.7％）

の順に多い。 

○ 虐待の発生要因は、「家庭における被虐待者と虐待者の虐待発生までの人間関係」（45.0％）が最も

多く、次いで「虐待者が虐待と認識していない」(40.1％)、「虐待者の知識や情報の不足」（23.9％）、

「被虐待者の介護度や支援度の高さ」（23.5％）の順に多い。 

○ 被虐待者の保護と虐待者からの分離を行った被虐待者数は、785 人（31.2％）。 

○ 虐待による死亡事例は、3 人。 

 

＜障害者福祉施設従事者等による障害者虐待＞ 

○ 相談・通報件数は、5,870件（対前年度 252 件（4.5％）増）。 

虐待判断件数は、1,267 件（対前年度 73 件（6.1％）増）。 

被虐待者数は、2,010 人（対前年度 346 人（14.7％）減）。 

○ 相談・通報者の内訳は、「当該施設・事業所職員」による通報が 20.5%と最も多く、次いで「当該施

設・事業所_設置者・管理者」による通報が 16.5%、「本人による届出」が 13.8%、「家族・親族」に

よる通報が 10.0%の順に多い。当該施設・事業所の職員・管理者が自ら通報する事案は全体の 37.1％。 

○ 虐待行為の類型は、身体的虐待の 654 件（51.6％）が最も多く、次いで心理的虐待 599 件（47.3％）、

性的虐待 141 件（11.1％）、放棄・放置 108 件（8.5％）、経済的虐待 91 件（7.2％）の順に多い。 

○ 虐待行為による生命・身体・生活への影響の程度は、軽度が 1,129 件（70.9％）、中度が 363 件

（22.8％）、重度が 101 件（6.3％）となっている。 

○ 被虐待者の障害種別は、知的障害の 1,364人（67.9％）が最も多く、次いで身体障害の 429人（21.3％）、

精神障害の 346 人（17.2％）の順に多い。 

○ 虐待者の職種は、生活支援員の 617 件（43.4％）が最も多く、次いで管理者 144 件（10.1%）、世話

人 140 件（9.9%）、その他従事者 101 件（7.1%）の順に多い。 

○ 虐待の発生要因は、「教育・知識・介護技術等に関する問題」（67.5％）が最も多く、「倫理観や理念

の欠如」（60.2％）、「職員のストレスや感情コントロールの問題」（58.7％）の順に多い。 

○ 施設・事業所の種別は、共同生活援助の 401 件（31.6％）が最も多く、次いで障害者支援施設 243

件（19.2％）、放課後等デイサービス 157 件（12.4％）、生活介護 143 件（11.3％）の順に多い。 

○ 障害者総合支援法等の規定による権限の行使等では、改善命令以上の行政処分が 52 件、前年度と

同数であった。 

○ 虐待による死亡事例は、0 人。 


